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中
世
法
成
立
期
の
制
符
と
使
庁

笠

原

英

彦

中世法成立期の制符と使庁

一
、
は
じ
め
に

二
、
院
政
期
の
使
庁

三
、
「
法
曹
至
要
抄
」
に
み
え
る
使
庁

四
、
制
符
に
み
え
る
使
庁

五
、
結
び
に
か
え
て

一
、
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
中
世
公
家
法
成
立
期
に
お
け
る
検
非
違
使
庁
の
機
能
を
探
究

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
．
す
で
に
羽
下
徳
彦
氏
が
明
瞭
に
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
同
期
の
公
家
法
は
、
主
と
し
て
「
法
曹
至
要
抄
」
、
「
裁
判
至
要

抄
」
等
の
明
法
家
の
手
に
な
る
法
書
、
お
よ
び
十
世
紀
以
降
折
り
に
ふ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

発
布
さ
れ
た
一
群
の
官
符
、
宣
旨
等
の
制
符
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
前
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
い
て
は
、
「
法
曹
至
要
抄
」
の
意
義
を
め
ぐ
り
棚
橋
光
男
氏
と
下
向
井

　
へ
4
）

龍
彦
氏
の
見
解
に
相
違
が
存
在
し
、
後
者
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
水
戸
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

正
男
氏
以
来
様
々
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
き
た
．

　
し
か
し
、
法
書
に
つ
い
て
、
律
令
の
法
源
性
を
認
め
て
そ
の
強
弁
的
解

釈
が
繰
り
返
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
や
、
制
符
に
つ
い
て
．
武
家
法
と
の
関
連

性
や
新
制
相
互
の
継
承
関
係
の
探
求
か
ら
、
そ
の
格
系
法
が
中
世
の
政
治

社
会
情
勢
を
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
，
貴
重
な
指
摘
が
集
積
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
、
現
実
の
支
配
関
係
に
お
け
る
法
の
機
能
的

側
面
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
将
来
に
お
け
る
個
別
的
事
例
研
究
の
予

備
的
考
察
を
目
的
と
し
て
、
使
庁
の
機
能
の
検
討
を
通
じ
て
、
か
か
る
問

題
に
つ
い
て
も
若
干
の
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
（
1
）
　
検
非
違
使
の
研
究
は
、
小
川
清
太
郎
『
検
非
違
使
の
研
究
．
慮
例
の
研
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　究

』
（
昭
和
六
十
三
年
復
刻
版
、
名
著
普
及
會
）
に
よ
り
．
制
度
史
お
よ
び
庁

　例の

両
側
面
か
ら
の
基
礎
が
築
か
れ
、
そ
の
蓄
積
は
き
わ
め
て
豊
富
な
も
の
と

　なっ

て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
庁
例
研
究
の
面
な
ど
に
お
い
て
は
、
右
書
所

載
の
利
光
三
津
夫
氏
の
研
究
に
よ
り
、
依
然
開
拓
の
余
地
を
十
分
残
し
て
い
る

　
こ
と
が
わ
か
る
。
利
光
氏
の
指
摘
に
か
か
る
鎌
倉
後
期
の
庁
例
、
す
な
わ
ち

　
「
明
法
条
々
勘
録
」
所
引
の
民
事
判
例
、
「
公
衡
公
記
」
の
貴
所
近
辺
追
捕
権
に

　
か
か
る
文
殿
庭
中
記
録
な
ど
は
、
中
世
検
非
違
使
の
積
極
的
評
価
を
招
来
す
る

も
の
と
言
え
よ
う
。
前
稿
「
平
安
朝
検
非
違
使
小
考
」
、
（
『
法
学
研
究
』
第
六

　
十
二
巻
第
三
号
）
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
院
政
期
の
使
庁
を
め
ぐ
り
十
分
に
つ

く
せ
な
か
っ
た
諸
点
を
念
頭
に
、
同
期
を
使
庁
機
能
の
転
換
期
と
位
置
づ
け
る

て
み
た
い
と
考
え
る
。

（
2
）
　
羽
下
徳
彦
「
領
主
支
配
と
法
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
中
世
1
．
昭
和

　
五
十
年
、
岩
波
書
店
）
。

（
3
）
棚
橋
光
男
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
（
昭
和
五
十
八
年
、
塙
書
房
）
。

（
4
）
　
下
向
井
龍
彦
「
書
評
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
二
七
二
号
）
。

（
5
）
　
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』
（
昭
和
三
十
六
年
、
創
文
社
）
。

二
、
院
政
期
の
使
庁

　
前
稿
に
お
い
て
、
「
院
政
初
期
の
使
庁
」
な
る
節
を
設
け
，
使
庁
が
社

会
的
諸
条
件
の
変
化
に
対
応
し
て
、
著
し
く
そ
の
職
掌
を
拡
大
し
た
様
相

　
　
　
　
（
1
）

を
指
摘
し
た
．
し
か
し
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
「
職
掌
の
肥
大
化
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

十
分
言
及
で
き
ず
、
大
饗
亮
氏
よ
り
そ
の
具
体
性
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ

で
、
本
節
で
は
、
次
節
以
下
の
論
述
の
前
提
と
し
て
、
同
期
の
使
庁
活
動

の
内
容
．
就
中
職
掌
拡
大
の
背
景
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
も
っ
と
も
、
院
政
期
使
庁
の
武
力
的
側
面
の
検
討
は
、
井
上
満
郎
氏
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

来
多
数
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
．
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
軍
制
全
体
の

性
格
に
つ
ぎ
詳
論
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
と
考
え
る
．
し
か
し
筆
者
は
、

摂
関
期
と
院
政
期
の
使
庁
を
、
同
質
の
も
の
、
あ
る
い
は
延
長
線
上
に
あ

っ
て
本
質
的
に
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
は
俄
に
与
し
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

確
か
に
、
使
庁
の
司
法
権
行
使
が
院
の
強
い
束
縛
を
受
け
た
と
し
て
も
、

そ
の
組
織
と
し
て
の
独
自
性
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
．

　
む
し
ろ
、
院
政
期
に
お
い
て
、
使
庁
は
一
面
独
自
性
を
獲
得
し
つ
つ
あ

っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
、
平
安
期
を
通
じ
て
使
庁
が
確
立

し
て
き
た
警
察
権
、
お
よ
び
社
会
的
権
威
の
側
面
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
『
中
右
記
』
長
治
元
年
五
月
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

四
日
条
に
み
え
る
「
早
可
付
検
非
違
使
庁
由
殿
下
所
被
仰
也
」
な
る
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
経
て
，
同
永
久
二
年
六
月
二
十
四
日
条
の
「
使
庁
之
事
。
強
不
可
奏
。
」

と
の
白
河
院
の
判
断
を
導
い
た
こ
と
を
も
っ
て
確
認
で
き
よ
う
．
ま
た
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
応
保
元
年
正
月
に
、
す
で

に
事
実
上
首
都
警
察
権
を
掌
握
し
た
平
清
盛
が
、
使
別
当
就
任
を
希
望
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
こ
と
か
ら
も
容
易
に
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
院
政
初
期
に
お
い
て
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
京
の
甚
だ
し
い
治

安
悪
化
、
と
り
わ
け
僧
兵
の
京
都
侵
攻
と
い
う
新
た
な
事
態
の
発
生
で
あ

（
8
）

る
．
僧
兵
等
の
乱
行
は
、
検
非
違
使
を
し
て
武
官
的
性
格
へ
の
転
換
を
招

　
　
　
　
　
（
9
）
（
1
0
）

来
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
百
錬
抄
』
は
、
多
く
検
非
違
使
が
僧
兵
の
乱
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

を
鎮
圧
し
え
な
い
事
実
を
詳
細
に
伝
え
て
お
り
、
『
源
平
盛
衰
記
』
は
武
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（
1
2
）

士
の
検
非
違
使
へ
の
起
用
を
再
三
指
摘
せ
る
も
の
で
あ
る
。
武
断
的
使
庁

の
生
成
は
、
一
面
独
自
性
の
根
拠
た
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
．
院
が
検
非

違
使
を
自
己
の
武
力
に
転
化
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
職
掌
拡

大
の
一
貫
と
し
て
，
院
が
検
非
違
使
に
権
限
を
賦
与
し
た
側
面
も
無
視
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
安
元
元
年
の
延
暦
寺
釈
迦
堂
衆
と
賀
茂
社
の
禰
宜
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
相
論
の
処
置
に
端
的
に
み
ら
れ
る
如
く
、
院
の
訴
訟
裁
定
権
の
一
部
は

明
ら
か
に
使
庁
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
同
期
の
使
庁
は
大
ぎ
な
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た
．
無
軌
道
と
も

言
え
る
さ
ら
な
る
職
掌
の
拡
大
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
京
内
土
地
相
論
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
使
庁
が
院
政
後
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

裁
判
権
を
獲
得
し
つ
つ
あ
り
、
近
時
の
吉
田
通
子
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
た
使
庁
の
民
事
訴
訟
管
轄
権
は
、
そ
の
後
鎌
倉
期
に
お
い
て
確
立

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
都
の
治
安
を
考
え
る
上
で
、
従
来
や
や
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た

の
は
、
多
発
す
る
火
災
へ
の
対
処
で
あ
ろ
う
．
勿
論
．
い
わ
ゆ
る
「
焼
亡
」

を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
後
清
録
記
」
を
引
く
『
清
狸
眼
抄
』
に
ょ
り
、
同
期

に
大
火
が
頻
発
し
、
検
非
違
使
が
そ
の
警
察
権
を
駆
使
し
て
捜
査
活
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

展
開
し
た
模
様
を
詳
細
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
し
か
し
、
「
西
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

抄
」
に
「
検
非
違
使
追
捕
．
火
事
間
不
着
綾
．
只
巻
緩
帯
弓
箭
云
々
．
」
と

あ
る
も
の
の
、
使
庁
は
依
然
文
官
色
を
残
し
て
い
た
た
め
．
充
分
な
実
効

性
を
あ
げ
え
ず
、
院
側
の
武
士
や
武
官
検
非
違
使
の
出
動
が
要
請
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
『
大
夫
尉
義
経
畏
申
記
』
に
は
冒
頭
、
左
の
如
ぎ
記
事
が
み
ら

（
1
9
）

れ
る
。

可
令
向
市
塵
人
結
番
事
。

一
番
．

四三二
番番番

右
市
塵
雑
物
沽
価
法
。

猶
以
違
犯
。

之
由
。

　
康
綱
朝
臣
。
久
光
。
基
広
。

　
明
基
。
奉
行
。
兼
康
。

　
兼
綱
朝
臣
。
季
貞
。
清
重
。
重
成
。

　章貞。

盛
澄
。
信
盛
。
資
成
。
久
忠
。

　
仲
頼
。
信
盛
。
資
成
。
久
忠
。

　
　
　
　
　
被
載
去
八
月
升
日
官
符
。
兼
又
高
価
之
輩
。
不
恐
厳
制

　
宜
令
検
非
違
使
等
五
箇
日
一
度
分
番
。
向
東
西
市
可
令
勘
糾
違
法

同
九
月
十
九
日
被
下
宣
旨
畢
（
略
）
。

　
右
は
．
治
承
三
年
十
月
二
十
六
日
に
下
さ
れ
た
も
の
で
、
執
行
は
別
当

宣
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
．
す
で
に
使
庁
は
主
と
し
て
平
氏
の
掌
中
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

り
、
さ
ら
に
経
済
警
察
の
面
で
も
権
限
の
拡
大
が
み
て
と
れ
る
．
同
書
に

よ
れ
ば
、
義
経
が
検
非
違
使
に
補
さ
れ
た
頃
に
は
、
使
庁
管
轄
諸
事
を
記

し
た
「
使
庁
行
事
目
録
」
な
る
も
の
が
存
在
し
た
如
く
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
職
掌
の
拡
大
は
，
近
時
の
研
究
で
は
、
交
通
路
や
流
通
経
路

の
確
保
の
た
め
に
、
河
や
路
の
管
理
と
い
っ
た
従
来
国
司
や
京
職
の
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

で
あ
っ
た
も
の
ま
で
接
収
す
る
に
及
ん
で
い
る
．
ま
た
．
さ
ら
に
使
庁
は
、

臓
の
除
去
を
目
的
に
、
神
社
や
四
至
内
の
葬
送
や
死
体
遺
棄
を
も
監
察
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

そ
の
責
任
の
追
及
を
も
職
掌
に
加
え
て
い
た
の
で
あ
る
．

　
こ
う
し
た
職
掌
の
拡
大
は
い
か
な
る
背
景
の
下
に
進
行
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

『
中
右
記
』
天
仁
元
年
九
月
二
十
日
条
に
み
え
る
「
検
非
違
使
行
重
御
襖
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之
頓
宮
地
従
今
日
髄
可
令
守
護
之
由
召
仰
子
」
は
、
検
非
違
使
が
大
嘗
祭

に
際
し
河
原
の
掃
除
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
守
護
」
と
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
．
こ
う
し
た
職
掌
の
拡
大
は
、
中
原
俊
章
氏
に
よ
れ
ば
、

十
世
紀
頃
を
境
に
み
ら
れ
る
が
、
検
非
違
使
が
儀
式
的
宗
教
的
内
容
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

与
す
る
こ
と
が
広
く
承
認
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
．
そ
の
背
景
に
は
、

弾
正
台
や
京
職
の
職
掌
を
こ
の
こ
ろ
代
替
し
つ
つ
あ
っ
た
使
庁
が
、
広
く

社
会
秩
序
の
維
持
に
ま
つ
わ
る
種
々
の
行
政
権
を
も
併
せ
具
備
す
る
に
至

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
長
寛
二
年
十
月
の
官
宣
旨
に
は
、
使
庁
下
部
、
放
免
が
遺
体
の
処
理
に

従
事
す
る
こ
と
が
公
然
と
認
め
ら
れ
、
す
で
に
疫
病
流
行
に
よ
り
屍
が
道

路
を
塞
い
だ
と
す
る
正
暦
年
間
の
『
本
朝
世
紀
』
所
載
の
記
事
は
、
こ
れ

ら
が
看
督
長
の
も
と
に
日
常
的
に
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し

　
　
（
2
4
）

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
従
来
衛
士
の
職
掌
上
に
み
え
、
ま
た
京
内

道
路
の
清
浄
は
京
職
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
．
平
安
中
期
に
は
、
こ
う
し
た

権
限
が
検
非
違
使
庁
に
ほ
ぽ
移
管
さ
れ
、
院
政
期
に
は
お
そ
ら
く
使
庁
の

下
で
ご
く
日
常
的
な
職
務
と
し
て
執
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
も
の
と
思

　
（
25
）

わ
れ
る
。

　
以
上
よ
り
、
平
安
中
期
ま
で
に
弾
正
台
、
京
職
．
刑
部
省
な
ど
既
存
の

官
司
が
現
実
社
会
へ
の
適
応
力
を
欠
い
て
衰
退
し
た
こ
と
、
検
非
違
使
が

や
む
な
く
接
収
し
た
職
掌
が
そ
の
付
随
す
る
職
掌
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
、

ま
た
同
期
の
使
庁
が
摂
関
家
と
密
着
し
儀
式
や
身
分
秩
序
維
持
と
い
っ
た

朝
廷
の
形
式
主
義
の
一
翼
を
担
っ
た
こ
と
．
等
々
が
使
庁
の
職
掌
肥
大
化

の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
前
稿
で
も
若
干
指
摘
し
た
如
く
、
院
政
期
の
使
庁
は
一
大
展
開
期
を
迎

え
．
武
断
的
性
格
に
加
え
、
独
自
性
を
帯
び
る
と
と
も
に
、
政
事
多
端
を

極
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
節
以
下
に
み
る
院
政
期
の
法
書
に

お
い
て
如
何
に
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
．
法
書
と
現
実
と
の
対
応
関
係

や
同
期
の
公
家
新
制
の
内
容
検
討
の
前
提
と
し
て
、
か
か
る
作
業
は
一
定

の
有
効
性
を
も
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
拙
稿
「
平
安
朝
検
非
違
使
小
考
」
、
『
法
学
研
究
』
第
六
十
二
巻
第
三
号
。

（
2
）
　
大
饗
亮
「
書
評
」
、
『
法
制
史
研
究
』
ω
、
二
五
三
頁
－
二
五
五
頁
。

（
3
）
　
井
上
満
郎
「
院
政
政
権
の
軍
事
的
構
成
」
、
『
史
林
』
第
五
五
巻
三
号
、
安

　
田
元
久
「
院
政
期
に
お
け
る
中
央
軍
制
に
つ
い
て
」
、
『
学
習
院
史
学
』
第
十
二

号
が
先
駆
的
業
績
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
．
直
接
間
接
に
検
非
違
使
の
武
力

　
を
扱
っ
た
論
考
は
多
い
。

（
4
）
　
大
饗
亮
『
律
令
制
下
の
司
法
と
警
察
』
二
〇
七
頁
ー
二
一
五
頁
。

（
5
）
　
経
忠
が
こ
の
と
き
院
に
召
さ
れ
た
の
は
、
御
厩
舎
人
則
松
と
春
日
神
人
と

　
の
闘
乱
の
処
理
の
た
め
で
あ
る
（
『
中
右
記
』
二
、
『
増
補
・
史
料
大
成
』
三
、

　
五
八
頁
）
。

（
6
）
　
こ
の
同
、
宗
実
は
退
出
途
上
に
再
び
召
さ
れ
、
「
別
当
只
相
量
可
沙
汰
、

　
先
二
も
子
細
不
奏
也
」
な
る
下
知
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
（
『
中
右
記
』
四
、

　
三
一
九
頁
）
。

（
7
）
　
天
仁
年
間
よ
り
保
延
年
間
頃
に
及
ぶ
『
中
右
記
』
や
『
長
秋
記
』
に
み
え

　
る
、
僧
兵
乱
行
の
鎮
圧
、
な
い
し
は
海
賊
制
圧
の
関
連
記
事
の
多
く
に
は
．
検

　
非
違
使
と
並
立
す
る
形
で
源
平
の
武
士
団
の
動
向
が
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
「
天

　
下
弓
兵
之
士
」
や
「
武
勇
之
輩
」
の
活
躍
が
確
認
さ
れ
る
。
や
が
て
、
こ
れ
ら

　を清盛が

統
括
し
て
ゆ
く
が
、
依
然
検
非
違
使
別
当
の
地
位
は
、
首
都
警
察
の

　
長
と
し
て
彼
に
と
り
権
威
的
意
味
を
も
ち
え
た
と
思
わ
れ
る
。
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（
8
）
　
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
9
）
　
僧
兵
の
乱
行
が
検
非
違
使
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
指
摘

　
し
、
こ
れ
が
同
期
に
お
け
る
使
庁
の
自
律
性
確
立
に
一
定
の
寄
与
を
な
し
た
も

　
の
と
推
量
さ
れ
る
。
「
悪
僧
」
関
連
記
事
は
、
『
中
右
記
』
、
『
愚
管
抄
』
、
『
百
錬

　
抄
』
等
に
彩
し
く
散
見
す
る
の
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
全
般
的
な
同
期
の
検
非
違
使
の
官
人
構
成
に
つ
い
て
は
、
満
富
真
理
子

　
「
院
政
と
検
非
違
使
1
そ
の
補
任
よ
り
見
た
る
ー
」
、
『
史
淵
』
一
〇
四
号
に
詳

　
し
い
。

（
1
1
）
　
『
百
錬
抄
』
に
み
え
る
代
表
的
事
例
と
し
て
は
、
石
清
水
八
幡
宮
と
山
門

大
衆
と
の
騒
擾
が
挙
げ
う
る
が
、
こ
の
際
検
非
違
使
は
充
分
な
対
応
が
で
ぎ
な

　
い
ま
ま
、
悪
僧
の
力
量
を
ま
ざ
ま
ざ
と
み
せ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
1
2
）
　
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
、
武
士
が
検
非
違
使
の
尉
に
補
さ
れ
る
こ
と
が
恒

　常化し

て
ゆ
く
様
が
随
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
『
百
錬
抄
』
安
元
元
年
八
月
二
十
四
日
条
。

（
1
4
）
　
吉
田
通
子
「
鎌
倉
期
、
使
庁
洛
中
政
治
支
配
の
一
考
察
」
、
『
法
学
研
究
』

第
六
十
四
巻
第
一
号
、
利
光
三
津
夫
教
授
退
職
記
念
号
。

（
1
5
）
　
小
川
前
掲
書
参
照
。

（
1
6
）
　
安
元
三
年
の
大
火
で
は
、
検
非
違
使
官
人
宅
も
そ
の
犠
牲
と
な
り
、
武
人

　
の
動
員
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
「
後
清
録
記
」
、
『
清
慨
眼
抄
』
、
『
群
書

　類従』巻

第
百
八
）
。

（
1
7
）
　
『
清
狸
眼
抄
』
、
寛
平
五
年
十
二
月
五
日
、
右
看
督
使
近
衛
別
有
輔
の
奉
じ

　
た
散
斉
外
失
火
奏
事
、
そ
の
他
雑
例
が
引
か
れ
て
い
る
．

（
18
）
　
註
（
1
3
）
に
引
か
れ
た
事
例
で
は
、
平
康
頼
、
平
資
行
ら
の
名
が
み
え
る
。

（
19
）
　
『
群
書
類
従
』
巻
第
百
八
所
載
。

（
2
0
）
　
沽
価
法
に
つ
い
て
は
、
脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』

　
（
昭
和
四
十
四
年
、
御
茶
の
水
書
房
）
四
七
頁
以
下
に
詳
し
い
が
．
検
非
違
使

が
経
済
警
察
の
側
面
か
ら
、
物
価
統
制
に
よ
り
、
社
会
秩
序
維
持
の
機
能
を
果

　
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

（
2
1
）
　
中
原
俊
章
「
検
非
違
使
と
「
河
」
と
「
路
ヒ
、
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
五

　号。

（
2
2
）
　
丹
生
谷
哲
一
『
検
非
違
使
ー
中
世
の
け
が
れ
と
権
カ
ー
』
、
昭
和
六
十
一

年
．
平
凡
社
。

（
2
3
）
　
中
原
前
掲
論
文
．
三
一
頁
。

（
拠
）
　
『
平
安
遺
文
』
三
三
一
一
に
は
、
「
使
庁
下
部
等
乱
入
」
等
の
指
摘
が
み
え
、

　
「
夜
行
」
が
副
産
物
を
生
ん
で
い
る
現
実
す
ら
窺
え
る
。

（
2
5
）
職
員
令
、
軍
防
令
、
続
紀
か
ら
、
早
く
に
京
中
の
警
邊
に
必
要
な
る
人
員

と
機
能
が
確
保
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
「
法
曹
至
要
抄
」
に
み
え
る
使
庁

　
上
述
の
如
く
、
院
政
期
の
代
表
的
法
書
「
法
曹
至
要
抄
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

棚
橋
氏
に
よ
る
基
礎
的
研
究
が
知
ら
れ
て
い
る
．
同
氏
は
。
か
か
る
法
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
平
安
後
期
成
立
と
説
く
が
、
筆
者
は
、
同
書
を
院
政
期
の
明
法
活
動
が

鎌
倉
初
期
に
集
積
さ
れ
た
注
釈
集
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
．
そ
の
論
拠

を
本
稿
で
ふ
れ
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
明
法
道
研
究
に
示
さ
れ
た
法
曹
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

人
の
活
動
歴
等
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
　
　
（
4
）

「
山
塊
記
」
に
み
え
る
検
非
違
使
と
し
て
の
坂
上
明
兼
の
日
乗
等
明
法
家

と
し
て
の
高
度
の
学
識
は
、
い
わ
ば
「
法
曹
至
要
抄
」
集
積
の
出
発
点
を

示
す
も
の
で
あ
り
．
そ
の
後
の
勘
文
が
権
威
化
さ
れ
た
明
基
流
の
下
で
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ぽ
完
成
を
み
た
と
推
定
さ
れ
る
．

「
法
曹
至
要
抄
」
一
四
条
一
七
七
項
目
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
本
文
所
引
の

拓
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典
拠
と
し
て
庁
例
が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
、
な
い
し
は
使
庁
活
動
に
関
連
す

る
項
目
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
．
そ
れ
は
、
左
に
掲
げ
る
罪
科
条
十

三
例
、
禁
制
条
六
例
、
出
挙
条
一
例
、
計
二
十
例
で
あ
り
、
以
下
逐
条
的

検
討
を
試
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
〔
罪
科
条
〕

　
　
　
　
　
　
（
1
）
神
事
違
例
事

　
　
　
　
　
　
（
2
）
悶
入
事

　
　
　
　
　
　
（
3
）
故
殺
事

　
　
　
　
　
　
（
4
）
謀
殺
事

　
　
　
　
　
　
（
5
）
闘
乱
闘
権
事

　
　
　
　
　
　
（
6
）
強
窃
盗
事

　
　
　
　
　
　
（
7
）
勾
引
人
事

　
　
　
　
　
　
（
8
）
放
火
事

　
　
　
　
　
　
（
9
）
私
事
越
度
事

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
拒
国
郡
以
上
使
事

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
僧
尼
行
事
違
犯
事

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
失
囚
故
縦
事

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
追
捕
事

　
〔
禁
制
条
〕

　
　
　
　
　
　
（
14
）
兵
杖
事

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
私
飼
鷹
鶴
事

　
　
　
　
　
　
（
16
）
染
摺
成
文
衣
袴
事

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
雑
衣
服
雑
具
禁
制
井
聴
許
雑
物
事

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
鞍
具
井
鰍
等
事

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
乗
車
馬
井
累
騎
事

〔
出
挙
条
〕

（
2
0
）
銭
貨
出
挙
以
米
弁
時
一
倍
利
事

　
罪
科
条
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
職
制
律
、
賊
盗
律
、
闘
訟
律
な
ど

の
律
を
一
応
典
拠
と
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
．
庁
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
禁
制
条
に
お
い
て
は
、
一
部
律
令
に
典
拠
を
求
め
る
も
の
も
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
が
、
そ
の
多
く
は
弾
正
式
に
依
拠
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
．

　
罪
科
条
の
傾
向
と
し
て
は
、
一
般
的
に
刑
政
の
現
実
化
、
軽
減
、
簡
便

化
が
み
て
と
れ
る
．
例
え
ば
、
冒
頭
の
神
事
違
例
事
で
は
、
祭
祀
等
行
事

に
失
錯
が
あ
っ
た
り
、
儀
式
に
違
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
職
制
律
祭
祀

　
　
　
（
8
）

朝
会
侍
衛
条
が
適
用
さ
れ
、
答
五
十
が
科
せ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
「
若

犯
過
之
人
可
処
此
科
」
と
し
つ
つ
も
、
庁
例
に
よ
り
「
有
位
有
職
之
人
。

若
罪
条
不
明
之
類
。
令
候
散
禁
。
若
凡
下
之
輩
見
決
放
免
」
な
る
現
実
的

処
置
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
9
）

　
次
な
る
閣
入
事
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
に
衛
禁
律
の
規
定
を
載
せ
た
後
、

「
案
之
．
禁
獄
舎
之
類
也
．
錐
不
令
着
欽
最
可
禁
固
．
但
酔
乱
迷
惑
之
類
。

能
糾
問
其
情
。
事
有
実
．
暫
便
所
追
放
．
亦
使
庁
之
例
也
．
」
と
の
現
実
的

対
応
が
加
え
ら
れ
て
い
る
．

　
続
く
故
殺
事
、
謀
殺
事
、
闘
乱
闘
殺
事
と
い
っ
た
一
］
．
一
・
わ
ば
暴
力
的
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
闘
訟
律
や
賊
盗
律
の
規
定
を
掲
げ
な
が
ら
、
や

は
り
実
際
に
は
庁
例
が
形
成
さ
れ
て
き
た
．
故
殺
に
つ
い
て
は
、
最
高
刑

斬
で
あ
る
が
、
周
知
の
如
く
、
保
元
年
問
ま
で
朝
廷
は
死
刑
停
止
の
方
針

　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

を
堅
持
し
て
き
た
た
め
に
、
「
案
之
。
罪
重
．
近
代
之
例
．
依
無
刑
部
省
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断
於
使
庁
禁
獄
．
」
な
る
便
宜
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
．
謀
殺

に
つ
い
て
、
同
書
は
一
応
「
依
非
使
庁
之
所
掌
」
と
し
つ
つ
も
、
「
任
例

下
獄
舎
畢
．
是
臨
時
行
来
例
也
。
」
な
る
扱
い
を
な
L
て
い
る
。
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

あ
る
い
は
検
非
違
使
式
に
規
定
を
欠
い
た
が
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
．
最

後
の
闘
乱
闘
殺
で
あ
る
が
、
「
成
闘
乱
犯
使
庁
任
意
可
掌
．
」
と
明
確
な
案

文
が
み
え
、
さ
ら
に
従
来
の
刑
部
省
の
職
掌
を
使
庁
が
漸
次
代
替
せ
る
こ

と
、
闘
訟
律
規
定
の
流
罪
以
下
の
処
置
に
つ
い
て
も
、
「
是
使
庁
積
習
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

例
也
．
非
法
条
之
所
指
。
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
闘
乱
闘
殺
が
実
際
に
洛
中
に
お
い
て
多
発
し
、
検
非
違
使
の
武

力
に
よ
り
摘
発
さ
れ
た
事
例
の
こ
れ
ま
た
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
を
反
映
し

た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
「
積
習
之
例
」
は
「
法
条
」

を
も
破
っ
た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
律
令
の
強

弁
的
解
釈
を
す
で
に
超
え
て
、
慣
習
法
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で

あ
る
。

　
検
非
違
使
庁
が
、
院
政
期
に
お
い
て
も
依
然
有
力
な
京
守
護
の
た
め
の

武
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
く
、
よ
っ
て
上
掲
の
う
ち
、
と
り
わ

け
強
窃
盗
事
、
放
火
事
、
追
捕
事
は
か
か
る
観
点
よ
り
注
目
に
値
し
よ
う
．

「
触
類
多
端
」
な
る
盗
犯
の
属
は
、
対
問
の
後
、
軽
罪
は
散
禁
、
重
罪
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

「
令
候
獄
舎
」
こ
と
が
「
使
庁
之
流
例
」
と
な
っ
て
い
た
．
平
安
期
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

じ
多
発
し
た
放
火
に
つ
い
て
も
、
本
来
雑
律
は
死
罪
を
命
じ
て
い
る
が
、

「
使
庁
之
流
例
」
は
獄
舎
、
散
禁
を
も
っ
て
応
じ
、
死
罪
囚
に
つ
い
て
は

別
当
よ
り
奏
聞
す
べ
き
と
し
た
が
、
こ
れ
も
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
．
一
方
、
警
察
権
執
行
の
中
核
を
な
す
追
捕
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
6
）

す
で
に
検
非
違
使
式
が
確
立
、
適
用
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
．

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
刑
事
事
件
処
理
に
あ
た
る
罪
科
条
の
多
く
は
、

都
の
治
安
維
持
に
不
可
欠
な
る
項
目
を
主
と
し
、
そ
の
多
く
は
庁
例
、
使

式
を
も
っ
て
対
応
す
る
の
が
実
際
の
姿
で
あ
っ
た
≧
一
、
弓
え
る
で
あ
ろ
う
．

　
次
に
、
禁
制
条
で
あ
る
が
、
最
初
の
兵
杖
事
は
や
や
他
の
事
項
と
性
格

を
異
に
し
、
治
安
維
持
政
策
的
側
面
が
濃
厚
で
あ
る
．
ま
た
、
檀
興
律
が

徴
発
兵
士
の
数
量
に
応
じ
て
量
刑
を
定
め
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

貞
観
九
年
六
月
二
十
日
の
宣
旨
等
ま
で
の
法
改
正
を
受
け
て
、
身
分
に
よ

る
処
罰
の
差
異
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
結
局
、
「
若
検
非
違

使
糾
得
申
別
当
随
仰
行
而
已
」
と
使
庁
の
裁
量
に
委
任
さ
れ
て
い
た
如
く

考
え
ら
れ
る
．

　
私
飼
鷹
鶴
事
以
下
の
項
目
は
、
風
俗
、
身
分
秩
序
維
持
を
目
的
と
す
る

事
柄
で
あ
り
、
前
項
目
を
も
含
め
、
多
く
は
弾
正
式
を
典
拠
と
し
て
い
る

の
が
特
色
で
あ
る
．
こ
れ
ら
の
事
項
に
共
通
せ
る
点
で
と
り
わ
け
注
目
す

べ
き
は
、
や
は
り
後
の
制
府
に
連
な
る
過
差
の
側
面
が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
．
例
え
ば
、
鞍
具
井
鰍
等
事
で
は
、
「
有
着
件
制
物

之
輩
．
検
非
違
使
直
破
却
．
」
と
し
た
後
、
明
確
に
「
無
職
無
蔭
之
類
見
決
．

至
干
有
職
高
位
老
強
不
科
罪
者
．
」
と
身
分
的
差
異
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

乗
車
馬
井
累
騎
事
の
場
合
も
、
非
色
之
輩
に
は
違
式
罪
が
適
用
さ
れ
る
が
、

有
位
有
蔭
の
者
に
は
妄
り
に
処
罰
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
「
令
候
便
所
懲
将

来
．
」
を
庁
例
と
し
て
挙
示
す
る
も
の
で
あ
る
．
使
庁
が
、
弾
正
台
の
職
掌

　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
代
替
す
る
中
で
、
身
分
秩
序
維
持
の
実
行
機
関
と
し
て
の
性
格
を
深
め

て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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以
上
、
「
法
曹
至
要
抄
」
中
の
使
庁
関
連
事
項
を
検
討
し
て
き
た
が
、
刑

事
政
策
に
お
け
る
使
庁
の
も
つ
現
実
的
か
つ
便
宜
的
方
針
が
慣
習
的
に
確

（
1
9
）

立
し
、
平
安
期
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
独
自
の
身
分
制
秩
序
が
同
使

庁
に
よ
り
維
持
さ
れ
ん
と
し
た
実
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
使
庁

の
機
能
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
「
法
曹
至
要
抄
」
が
院
政
期
法
秩
序

を
投
影
し
て
、
中
世
法
に
お
け
る
検
断
、
過
差
の
側
面
に
も
継
承
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぽ
確
認
で
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
き
、
次
節
に
お
い
て
さ
ら
に
制
符
に
み
え
る
使
庁
の
機
能
を
対

象
と
し
た
い
。

　
（
1
）
　
「
法
曹
至
要
抄
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
坂
本
太
郎
「
法
曹
至
要
抄

　
　
と
そ
の
著
者
」
（
同
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
下
、
制
度
篇
、
昭
和
三

　
　
十
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
が
そ
の
出
発
点
と
な
っ
て
お
り
、
同
書
成
立
事

　
　
情
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぽ
こ
れ
に
従
い
う
る
と
言
え
よ
う
。

　
（
2
）
　
棚
橋
氏
は
、
「
法
曹
至
要
抄
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
「
そ
の
原
型
は
、
天
永

　
　
二
年
（
二
一
一
）
か
ら
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
の
こ
ろ
ま
で
明
法
家
と
し

　
　
て
活
動
の
徴
証
が
あ
り
．
長
承
二
年
（
一
二
一
…
）
前
後
に
明
法
博
士
に
し
て

　
　
大
判
事
を
兼
ね
た
坂
上
（
中
原
）
明
兼
、
お
よ
び
か
れ
に
直
接
先
行
す
る
時
期

　
　
の
諸
明
法
家
の
法
解
釈
が
層
位
的
に
堆
積
し
て
成
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」

　
　
と
さ
れ
た
（
棚
橋
前
掲
書
、
一
二
一
頁
）
。

　
（
3
）
　
利
光
三
津
夫
『
続
律
令
制
の
研
究
』
（
昭
和
六
十
三
年
、
慶
鷹
通
信
）
第

　
　
四
章
参
照
。

　
（
4
）
　
『
山
椀
記
』
治
承
三
年
正
月
廿
日
、
「
明
兼
記
」
逸
文
。

　
（
5
）
　
利
光
氏
は
、
前
掲
書
に
お
い
て
、
「
法
曹
至
要
抄
」
中
巻
所
載
の
「
銭
貨

　
　
出
挙
以
米
弁
時
一
倍
利
事
」
が
建
久
四
年
七
月
四
日
付
、
並
び
に
同
年
十
二
月

　
　
二
十
九
日
付
（
弘
仁
十
年
五
月
二
日
格
）
宣
旨
に
着
目
し
て
、
同
書
成
立
を
坂

本
氏
同
様
鎌
倉
初
期
に
求
め
て
い
る
。

（
6
）
　
弾
正
式
は
全
一
六
一
条
よ
り
な
る
が
、
官
人
の
綱
紀
粛
清
に
関
わ
る
条
文

が
そ
の
中
核
を
構
成
し
て
い
る
。
弾
正
台
自
体
の
職
掌
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
れ

　
は
自
然
の
成
り
行
ぎ
で
あ
ろ
う
。
弾
正
台
は
本
来
、
令
制
下
に
あ
っ
て
は
官
吏

　
の
不
正
摘
発
と
い
っ
た
糾
弾
機
能
が
当
初
は
中
心
で
あ
っ
た
が
、
平
安
初
期
ま

　
で
に
は
、
そ
の
主
た
る
機
能
は
礼
教
に
移
り
、
儀
礼
司
的
存
在
と
化
し
た
（
拙

稿
「
律
令
政
治
と
弾
正
台
－
奈
良
朝
を
中
心
と
し
て
ー
」
、
『
法
学
研
究
』
第
六

　
十
一
巻
第
五
号
）
。

（
7
）
　
拙
稿
「
平
安
朝
検
非
違
使
小
考
」
（
『
法
学
研
究
』
第
六
十
二
巻
第
三
号
）

　
に
お
い
て
も
言
及
し
た
が
、
九
世
紀
末
よ
り
十
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
使
庁
は

　
漸
次
弾
正
台
の
職
掌
を
接
収
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
服
の
禁
色
等
儀

　
礼
面
の
禁
察
は
．
式
条
て
は
弾
正
台
の
職
権
と
さ
れ
て
い
た
が
、
『
政
事
要
略
』

　
等
に
散
見
さ
れ
る
官
符
等
が
示
す
如
く
、
実
際
に
は
検
非
違
使
の
手
に
よ
り
執

　
行
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
職
制
律
祭
祀
朝
会
侍
衛
条
は
、
祭
祀
、
朝
会
等
に
お
い
て
言
辞
喧
騒
を
極

　
め
た
り
、
参
列
者
が
乖
違
し
た
場
合
の
処
罰
規
定
で
あ
り
、
使
庁
の
礼
教
機
能

　
が
如
何
な
く
発
揮
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
こ
う
し
た
寛
刑
化
と
も
と
れ
る
措
置
が
現
実
に
な
さ
れ
た
の
は
、
前
掲
拙

　
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
使
庁
の
政
事
増
加
や
官
人
の
怠
慢
等
が
原
因
で
あ

　
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ぽ
、
十
一
世
紀
の
代
表
的
日
記
で
あ
る

　
『
春
記
』
の
伝
え
る
史
実
は
、
使
庁
を
し
て
厳
罰
主
義
に
こ
そ
す
れ
、
寛
刑
主

　
義
を
選
択
せ
し
む
る
と
は
到
底
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
春

　
記
』
長
久
元
年
五
月
の
数
日
条
に
、
後
朱
雀
天
皇
が
女
房
ら
と
と
も
に
あ
る
と

　
き
、
窃
盗
が
大
殿
に
閥
入
し
、
錦
御
衣
等
を
と
っ
た
が
、
滝
口
等
も
捕
ら
え
る

　
に
至
ら
ず
、
翌
日
検
非
違
使
の
捜
索
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

　
あ
る
。
こ
う
し
た
宮
中
へ
の
侵
入
は
、
平
安
期
を
通
じ
て
多
発
し
て
お
り
、
情

　
況
に
照
ら
し
た
と
き
、
刑
の
軽
減
を
志
向
し
た
理
由
は
上
記
の
他
に
は
考
え
に

78



中世法成立期の制符と使庁

　
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

（
1
0
）
　
こ
れ
ら
都
の
治
安
を
脅
か
す
事
犯
に
つ
い
て
は
．
小
川
前
掲
書
参
照
。

（
1
1
）
　
朝
廷
と
使
庁
上
層
部
、
使
庁
下
層
部
の
間
に
は
、
刑
政
を
め
ぐ
り
こ
と
な

　
る
志
向
が
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
前
掲
拙
稿
「
平
安
朝
検
非
違
使
小
考
」

　
参
照
）
。

（
1
2
）
使
式
に
関
す
る
労
作
に
、
森
田
悌
「
『
検
非
違
使
式
』
の
研
究
」
（
山
中
裕

　編『

平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
　
歴
史
編
』
、
昭
和
五
十
六
、
吉
川
弘
文
館
）
が

　ある。

（
1
3
）
　
慣
習
法
と
し
て
の
庁
例
の
性
格
に
つ
い
て
は
．
小
川
前
掲
書
第
一
章
参
照
。

（
1
4
）
　
平
安
期
に
お
け
る
庁
例
の
量
刑
に
つ
い
て
は
、
大
饗
亮
『
律
令
制
下
の
司

　
法
と
警
察
i
検
非
違
使
制
度
を
中
心
と
し
て
ー
』
（
昭
和
五
十
四
年
、
大
学
教

育
社
）
、
二
六
頁
ー
一
一
八
頁
を
参
照
。

（
1
5
）
応
天
門
の
変
等
宮
門
放
火
は
頻
発
し
た
が
、
そ
の
実
態
と
使
庁
の
対
応
に

　
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。

（
1
6
）
　
追
捕
を
め
ぐ
る
弾
正
台
と
使
庁
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
続
日
本
後
記
』

　
承
和
六
年
六
月
六
日
の
か
の
有
名
な
勅
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
武
力
を
保
持
せ

　
る
使
庁
に
執
行
が
任
さ
れ
た
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。

（
1
7
）
　
天
平
勝
宝
九
年
六
月
九
日
付
勅
、
天
暦
八
年
十
一
月
三
日
付
宣
旨
、
天
延

　
三
年
三
月
一
日
付
官
符
等
に
み
ら
れ
る
。

（
1
8
）
　
前
掲
拙
稿
「
平
安
朝
検
非
違
使
小
考
」
参
照
。

（
1
9
）
　
右
稿
で
も
若
干
論
じ
た
が
．
使
庁
の
科
刑
方
針
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景

　
を
め
ぐ
り
さ
ら
な
る
検
討
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
　
「
法
曹
至
要
抄
」
の
性
格
を
め
ぐ
る
棚
橋
氏
と
下
向
井
氏
の
論
争
に
つ
い

　ては、

本
稿
で
の
検
討
か
ら
は
、
棚
橋
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
下
向
井
氏

　は、

前
掲
の
書
評
中
羽
下
氏
の
指
摘
を
引
か
れ
た
が
．
慣
習
法
の
理
解
に
疑
間

　
の
余
地
な
し
と
し
な
い
。

四
、
制
符
に
み
え
る
使
庁

　
十
世
紀
以
降
、
数
十
条
に
も
及
ぶ
官
符
、
宣
旨
、
官
宣
旨
の
形
態
で
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

布
さ
れ
た
制
符
に
つ
い
て
は
、
三
浦
周
行
氏
に
始
ま
り
、
水
戸
部
正
男
氏

　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
よ
る
体
系
化
、
羽
下
徳
彦
氏
に
よ
る
性
格
規
定
を
経
て
、
そ
の
後
十
分

な
理
解
の
深
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
制
符
が
朝
廷
あ
る
い
は
院
の
意
思

と
権
力
と
を
背
景
と
し
て
、
支
配
の
法
と
し
て
成
立
し
、
中
世
公
家
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

基
礎
と
な
る
こ
と
は
何
ら
疑
問
の
余
地
は
な
い
．
し
か
し
、
そ
の
現
実
社

会
と
の
対
応
関
係
や
法
の
機
能
的
側
面
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
依
然
諸
説

一
定
し
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
．
新
制
研
究
の
出
発
点
と
も
言

え
る
水
戸
部
氏
の
研
究
で
は
、
新
制
と
は
む
し
ろ
旧
法
な
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
律
令
的
政
治
の
復
活
強
化
を
意
図
し
た
」
朝
廷
に
よ
る
、
「
実
は
復
古
的

思
想
に
基
づ
く
立
法
に
す
ぎ
な
く
、
実
施
面
を
考
え
る
と
、
法
だ
け
が
存

在
し
な
が
ら
、
社
会
的
に
は
少
し
も
効
果
が
あ
が
ら
な
い
と
い
う
の
が
実

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

情
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
、
機
能
的
側
面
に
消
極
的
評
価
を
与
え
ら
れ
て

い
る
．
果
し
て
、
こ
う
し
た
理
解
は
制
符
全
体
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
社
会
政
策
的
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ

ろ
う
か
．
本
節
で
は
、
使
庁
の
活
動
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
制
符
の
も

つ
機
能
的
側
面
に
若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
保
元
、
治
承
、
建
久
の
制
符
で
あ
る
．
こ
れ

ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
建
久
1
、
∬
令
が
前
二
者

を
部
分
的
に
継
承
す
る
形
で
、
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
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う
．
建
久
－
令
が
す
で
に
、
「
可
令
京
畿
諸
国
所
部
官
司
搦
進
海
陸
盗
賊

井
放
火
事
」
の
条
で
「
抑
度
々
錐
被
仰
使
庁
、
有
司
怠
慢
、
無
心
糾
弾
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
る
現
実
を
投
影
し
て
い
る
が
、
検
非
違
使
を
中
心
に
考
察
す
る
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
り
わ
け
「
朝
廷
に
よ
る
都
市
民
支
配
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
建
久

H
令
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
建
久
H
令
に
お
い
て
、
使
庁
の
機
能
に
か
か
わ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
使

庁
が
そ
の
指
令
対
象
機
関
な
い
し
は
執
行
機
関
に
想
定
さ
れ
た
と
覚
し
き

も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
次
の
諸
条
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　　　　　パ　パ　ハ　　ハ　ハ　16151413121110987654321）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

諸
社
奉
幣
使
以
下
外
記
役
勤
仕
輩
抽
賞

衣
服
員
数
・
服
筋
過
差

賀
茂
祭
使
斎
王
豊
車
・
従
類
装
束
過
差

諸
祭
使
・
行
事
官
供
奉
人
員
数

諸
人
所
従
過
差

諸
司
三
分
・
諸
衛
官
人
以
下
所
従
騎
馬

京
中
諸
保
夜
行
督
励

獄
中
非
違
検
察

獄
囚
米
・
官
田
地
子
催
勤

悪
僧
武
家
所
属
禁
制

奴
隷
勾
引
・
売
買
禁
制

隣
里
雑
人
群
飲
射
的
禁
制

在
家
寄
宿
輩
注
進
督
励

不
居
在
家
点
領
・
道
路
耕
作
禁
制

道
橋
修
補
・
道
路
洒
掃
督
励

病
者
・
孤
子
遺
棄
禁
制

　
　
（
17
）
　
私
出
挙
利
制
限

　
　
（
18
）
　
殺
生
禁
断
・
京
中
寺
社
近
辺
鷹
鶴
飼
育
禁
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
棚
橋
氏
分
類
に
よ
る
）

（
1
）
か
ら
（
6
）
は
、
朝
廷
の
身
分
秩
序
維
持
を
目
的
と
す
る
「
神
仏

事
・
過
差
禁
制
」
で
あ
り
、
（
7
）
以
下
は
朝
廷
の
洛
中
支
配
の
法
と
分

類
で
き
よ
う
。
と
も
に
、
使
庁
を
要
と
し
て
京
都
市
中
の
社
会
秩
序
保
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
「
諸
社
奉
幣
使
以
下
外
記
役
勤
仕
輩
抽
賞
」
は
、
奉
幣
使
以
下
、

蔵
人
、
式
部
省
、
民
部
省
の
丞
ら
と
と
も
に
検
非
違
使
が
あ
た
っ
た
外
記

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

役
の
褒
賞
制
度
で
あ
り
、
検
非
違
使
が
弾
正
台
の
下
で
次
第
に
兼
帯
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

き
た
祭
祀
に
か
か
わ
る
職
務
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
2
）
「
衣
服
員
数
・
服
鯖
過
差
」
は
、
微
に
入
り
細
に
入
っ
て
衣
服
、

調
度
品
等
の
風
流
を
規
制
す
る
条
文
で
あ
る
．
対
象
は
諸
人
及
び
僧
侶
で

あ
る
．
禁
色
等
に
み
ら
れ
る
執
拗
な
ま
で
の
規
制
は
、
そ
の
対
象
が
六
位

以
下
の
者
を
想
定
し
て
い
る
だ
け
に
、
朝
廷
の
権
威
主
義
が
身
分
秩
序
の

名
の
下
に
露
呈
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
過
差
を
め
ぐ
る

諸
規
定
の
運
用
は
、
主
と
し
て
こ
の
頃
使
庁
が
担
っ
て
い
た
も
の
と
推
定

　
（
12
）

さ
れ
る
。
前
節
に
み
た
「
法
曹
至
要
抄
」
禁
制
条
に
お
け
る
庁
例
と
同
様
、

使
庁
の
身
分
秩
序
維
持
の
た
め
の
職
掌
拡
大
を
反
映
し
て
い
る
と
言
わ
ね

ぽ
な
ら
な
い
．
六
位
以
下
の
官
人
の
綱
紀
は
、
主
に
弾
正
台
の
監
督
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

使
庁
の
所
管
事
項
と
し
て
恒
常
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
．

（
3
）
以
下
（
6
）
に
至
る
過
差
停
止
も
、
下
級
の
者
が
過
ぎ
た
る
衣
装
、

調
度
を
具
備
し
た
場
合
の
禁
令
で
あ
り
、
使
庁
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
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た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
（
7
）
以
下
の
洛
中
支
配
の
法
は
、
使
庁
が
指
令
機
関
と
考
え

ら
れ
る
も
の
を
中
心
と
す
る
．
（
7
）
「
京
中
諸
保
夜
行
督
励
」
は
、
直
接

使
庁
の
指
令
事
項
で
は
な
く
、
「
仰
所
部
官
人
等
」
と
し
て
い
る
が
、
「
坊

長
緩
而
不
糺
」
な
る
点
か
ら
京
職
の
機
能
低
下
は
確
実
で
、
使
庁
の
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
想
定
す
る
こ
と
に
無
理
は
な
か
ろ
う
。

（
8
）
、
（
9
）
は
、
「
可
令
法
家
検
非
違
使
毎
月
検
察
獄
中
非
違
事
」
お

よ
び
「
可
令
催
勤
獄
囚
米
・
官
田
地
子
事
」
と
あ
り
、
か
ね
て
弾
正
台
が

そ
の
職
掌
と
し
て
い
た
獄
中
非
違
の
検
察
が
使
庁
の
管
轄
下
に
移
り
、
官

田
か
ら
の
獄
囚
米
の
徴
収
も
請
け
負
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
「
法
曹
至
要
抄
」
に
お
い
て
も
、
「
失
囚
故
縦
事
」
が
庁
例
と
な
っ
て

い
る
経
緯
か
ら
し
て
、
使
庁
が
獄
囚
の
管
理
一
般
に
そ
の
機
能
を
拡
張
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

て
い
た
こ
と
が
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
「
悪
僧
武
家
所
属
禁
制
」
は
現
実
の
悪
僧
の
活
動
を
前
提
と
し
た

立
法
で
あ
り
、
「
若
有
強
犯
者
、
宜
仰
本
寺
師
主
及
武
勇
之
輩
検
非
違
使
相

共
不
日
追
捕
」
と
の
処
置
が
と
ら
れ
た
．
検
非
違
使
が
、
常
日
頃
か
ら

「
悪
憎
ヲ
逮
捕
」
す
る
様
は
、
「
兵
範
記
」
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

（
1
6
）

あ
る
。

（
n
）
「
奴
隷
勾
引
・
売
買
禁
制
」
は
、
前
掲
「
法
曹
至
要
抄
」
罪
科
条

「
勾
引
人
事
」
の
条
に
、
「
案
之
．
勾
引
人
之
罪
．
若
為
奴
脾
之
類
者
比
強

窃
盗
．
若
為
凡
人
者
随
刑
可
処
徒
流
之
科
．
如
此
類
．
使
庁
之
例
」
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

え
、
使
庁
管
轄
権
の
確
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
．

　
そ
の
他
の
条
文
の
う
ち
、
特
筆
す
べ
き
は
（
14
）
（
1
5
）
（
1
6
）
の
道
路

法
で
あ
る
。
同
三
条
は
、
こ
と
の
性
格
上
よ
り
み
て
、
京
職
が
中
心
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

っ
て
関
与
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
こ
れ
に
弾
正
台
お
よ
び
使
庁
が
加
わ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
仰
、
已
上
弾
正
加
検
察
使
庁
糾
非
違
、
其
中

京
職
致
道
橋
之
修
補
』
と
あ
る
如
く
．
三
者
の
役
割
分
担
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
「
法
曹
至
要
抄
」
は
「
出
棄
路
頭
病
人
及
小
児
事
」
に
つ
き
、
弾
正

台
式
を
引
ぎ
、
「
京
畿
内
百
姓
出
棄
病
人
事
．
宜
〔
早
〕
下
知
令
加
禁
制
、

如
不
遵
改
猶
違
犯
老
．
五
位
以
上
注
名
申
送
．
六
位
以
下
不
論
蔭
贈
．
決

杖
一
百
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
台
指
揮
下
に
検
非
違
使
が
行
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

に
関
与
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
．

　
少
な
く
と
も
道
路
法
の
運
用
は
、
こ
の
頃
す
で
に
使
庁
の
活
動
な
く
し

て
実
効
性
を
担
保
し
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
．
正
暦
年
間
に
は
早
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
20
）

も
検
非
違
使
が
看
督
長
を
し
て
京
中
死
人
の
除
去
に
あ
た
ら
せ
て
お
り
、

長
和
年
問
に
も
使
官
人
に
仰
せ
て
京
中
の
死
人
の
掃
清
に
向
か
わ
し
め
て

（
21
）

い
る
．
ま
た
、
大
治
年
間
に
も
、
諸
社
中
の
不
浄
に
つ
き
検
非
違
使
が
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

員
さ
れ
、
死
体
の
除
去
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
上
述
の
薇
れ
と
清
め
を
め
ぐ
る
使
庁
の
職
掌
拡
大
と
し
て
理

解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
社
会
荒
廃
の
修
復
が
使
庁
の
双
肩
に
か

か
っ
た
、
い
わ
ば
現
実
対
応
型
の
処
置
で
あ
る
．
従
っ
て
、
こ
こ
に
明
確

な
社
会
政
策
的
意
図
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
道
路
法
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
そ
の
執
行
機
関
を
京
職
か
ら
検
非
違
使

に
事
実
上
転
換
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
点
、
京
職
の
側
か
ら
の
接
近
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、

稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

8］
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（
1
）
　
三
浦
周
行
「
新
制
の
研
究
」
、
『
日
本
史
の
研
究
』
新
輯
一
。

（
2
）
　
水
戸
部
前
掲
書
参
照
。

（
3
）
　
羽
下
前
掲
論
文
で
は
、
新
制
に
つ
い
て
、
「
律
令
の
修
正
補
足
と
い
う
よ

　
り
は
．
倹
約
令
的
な
内
容
を
含
む
政
治
姿
勢
の
表
明
」
と
し
．
法
書
と
の
関
係

　
か
ら
，
「
支
配
者
内
部
の
規
制
」
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
律
令
制
復
古

　
を
新
制
の
主
眼
と
み
る
水
戸
部
氏
の
理
解
と
は
大
き
な
隔
り
が
あ
る
（
羽
下
前

　掲論

文
、
一
七
五
頁
－
一
七
八
頁
）
。

（
4
）
　
院
政
期
を
法
体
系
の
画
期
と
み
る
棚
橋
前
掲
書
、
W
、
「
院
権
力
論
」
参

　
照
。

（
5
）
（
6
）
　
水
戸
部
前
掲
書
、
九
八
頁
－
九
九
頁
．

（
7
）
　
建
久
－
令
は
、
新
立
荘
園
の
停
止
、
新
規
国
免
荘
設
定
の
禁
止
を
初
め
と

　
し
て
．
寺
社
神
人
悪
僧
乱
行
の
禁
圧
等
々
、
朝
廷
が
諸
権
門
を
支
配
し
よ
う
と

す
る
政
治
的
宣
言
の
意
味
が
強
く
、
つ
づ
く
建
久
H
令
の
内
部
規
制
と
は
相
互

　
補
完
的
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
建
久
－
令
の
中
で
、
本
論
と
の
関
係
か
ら
、

　
注
目
さ
れ
る
の
は
海
陸
盗
賊
及
び
放
火
へ
の
規
制
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

　
検
非
違
使
は
充
分
な
対
応
を
な
し
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
治
安
維
持
体
制
の
弱

　
体
が
頼
朝
の
諸
国
守
護
権
を
求
め
る
申
状
を
院
側
が
受
け
入
れ
た
現
実
的
背
景

　
と
す
る
佐
々
木
氏
の
見
解
は
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
（
佐
々
木
文
昭
「
公
家

　
新
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
保
元
元
年
新
制
か
ら
建
久
二
年
新
制
に
つ
い
て
」
）
。

（
8
）
　
羽
下
前
掲
論
文
、
一
七
七
頁
。

（
9
）
　
こ
こ
で
付
言
す
べ
き
は
、
検
非
違
使
自
身
の
過
差
停
止
で
あ
る
。
『
中
右

　
記
』
永
久
二
年
七
月
十
五
日
条
の
裏
書
に
は
．
白
河
院
政
の
頃
に
、
天
下
に
過

　
差
が
激
増
し
、
院
の
近
習
も
含
め
使
庁
に
よ
る
過
差
停
止
の
対
象
と
な
っ
た
様

　
が
う
か
が
わ
れ
る
。
賭
博
や
装
束
の
禁
制
も
、
以
前
は
弾
正
台
の
所
轄
事
項
で

　
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
は
使
庁
が
そ
の
執
行
に
あ
た
っ
た
如
く
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
水
戸
部
前
掲
書
、
＝
一
〇
頁
以
下
。

（
1
1
）
　
外
記
は
『
玉
葉
』
に
よ
れ
ば
、
一
時
定
員
を
四
名
か
ら
六
名
に
増
員
す
る

　
な
ど
．
政
事
の
増
加
に
対
応
し
て
き
た
が
、
こ
の
頃
に
は
他
の
所
部
か
ら
の
流

　
入
が
恒
常
化
し
、
検
非
違
使
も
そ
の
一
端
を
担
う
に
至
っ
た
。

（
12
）
（
1
3
）
　
以
前
に
も
若
干
指
摘
し
た
よ
う
に
、
弾
正
台
と
検
非
違
使
と
の
関
係

　
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
を
通
じ
変
容
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
官
人
社
会

　
に
お
い
て
身
分
秩
序
維
持
の
観
点
よ
り
重
要
な
朝
服
の
禁
色
を
め
ぐ
っ
て
は
．

　
『
続
日
本
後
記
』
所
載
承
和
五
年
十
二
月
十
日
の
弾
正
台
奏
や
『
日
本
文
徳
天

　
皇
実
録
』
所
載
斉
衡
三
年
四
月
二
十
二
日
の
弾
正
台
奏
は
、
弾
正
台
に
糾
察
機

能
を
認
め
て
い
る
が
、
㍉
政
事
要
略
』
寛
平
三
年
十
一
月
五
日
の
条
や
『
朝
野

　
群
載
』
長
保
二
年
六
月
五
日
の
条
か
ら
は
、
同
禁
制
が
「
使
宜
承
知
依
宣
行

　
之
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
『
小
右
記
』
長
元
四
年
一
月
二
十
三
日
条
で
は
、
「
保
夜
行
者
搦
捕
嫌
疑
者

　
二
人
、
即
刀
禰
等
付
検
非
違
使
守
良
」
と
み
え
、
保
刀
禰
が
本
来
の
京
職
よ
り

　
離
れ
使
庁
の
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
同
制
度
の
全
般

　
的
把
握
は
、
五
味
文
彦
「
使
庁
の
構
成
と
幕
府
」
に
詳
し
い
。

（
1
5
）
　
『
中
右
記
』
永
久
二
年
七
月
六
日
の
条
に
は
、
「
重
時
、
行
重
、
明
兼
等
来
、

　
獄
直
脆
可
令
勤
之
由
仰
了
、
令
逃
去
囚
人
下
部
等
給
獄
了
」
と
み
え
る
。
脱
獄

　
は
頻
発
し
て
い
た
如
く
で
あ
る
。
看
督
長
や
使
庁
下
部
が
直
接
囚
人
監
視
に
あ

　
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
諸
事
多
端
の
た
め
、
或
い
は
獄
舎
老
朽
の
た
め
、
脱
獄

　
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
6
）
　
一
例
を
挙
げ
れ
ぽ
、
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
二
月
二
十
七
日
条
参
照
。

（
1
7
）
　
賊
盗
律
以
来
、
「
略
奴
碑
」
は
「
強
盗
」
を
も
っ
て
論
じ
、
「
和
誘
」
は
「
窃

　
盗
」
を
も
っ
て
論
ず
る
と
し
た
認
識
は
、
こ
こ
で
も
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ
、

　
庁
例
で
は
「
令
候
獄
舎
並
政
所
屋
」
と
の
処
置
に
落
ち
着
い
て
い
る
。

（
1
8
）
　
集
解
に
よ
り
京
職
は
．
木
工
寮
等
と
と
も
に
津
橋
道
路
の
修
理
に
あ
た
る

　
が
、
同
時
に
儀
式
に
際
し
て
の
掃
除
が
重
要
な
任
務
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

　
こ
う
し
た
職
掌
は
、
『
政
事
要
略
』
所
引
の
貞
観
九
年
三
月
七
日
の
右
小
史
大

　
春
日
安
永
の
仰
せ
と
し
て
、
「
京
中
諸
人
、
捨
男
児
於
道
路
頭
遂
為
犬
鳥
見
害
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喫
、
是
即
職
吏
之
不
治
、
人
民
之
不
仁
．
宜
検
非
違
使
毎
見
此
事
召
当
条
領
並

　
町
長
等
重
加
勘
当
傳
送
居
施
薬
院
」
と
あ
り
、
使
庁
の
管
轄
に
移
行
し
た
と
見

倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1
9
）
　
こ
う
し
た
措
置
は
、
確
か
に
儒
教
主
義
の
発
露
と
し
て
説
明
で
き
よ
う
が

　
（
虎
尾
俊
哉
『
延
喜
式
』
、
一
九
七
頁
）
．
儀
式
や
賓
客
へ
の
配
慮
か
ら
要
請
さ

　
れ
た
側
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
　
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
五
月
三
日
条
。

（
2
1
）
　
『
小
右
記
』
長
和
四
年
四
月
十
九
日
条
。

（
2
2
）
　
『
中
右
記
』
大
治
二
年
十
一
月
六
日
条
。

五
、
結
び
に
か
え
て

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
制
符
は
、
過
差
的
部
分
と
洛

中
支
配
の
部
分
で
現
実
の
使
庁
活
動
を
前
提
と
し
、
法
の
機
能
的
側
面
を

み
る
と
き
、
そ
こ
に
社
会
政
策
的
意
図
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
棚
橋
氏
の
求
め
る
「
公
家
新
制
と
『
法
曹
至
要
抄
』
と
の
論
理
連
関
の

（
1
）

把
握
」
に
つ
い
て
は
、
使
庁
の
機
能
に
関
す
る
限
り
、
上
記
の
如
く
、
部

分
的
相
互
関
係
が
確
認
し
え
た
も
の
と
考
え
る
。

　
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
当
該
期
の
法
と
使
庁
の
関
連
性
を
若
干
傭
瞼
的
に

検
討
し
た
に
す
ぎ
ず
、
今
後
使
庁
活
動
の
背
景
や
院
政
期
の
法
体
系
に
つ

い
て
、
個
別
事
例
的
研
究
を
行
う
こ
と
で
よ
り
緻
密
な
実
証
が
課
題
と
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
．

中世法成立期の制符と使庁

　
以
上
．
本
稿
で
は
、
中
世
公
家
法
成
立
期
に
お
け
る
使
庁
の
活
動
を
検

討
し
、
そ
れ
が
同
期
の
代
表
的
法
書
「
法
曹
至
要
抄
」
お
よ
び
同
期
の
公

家
新
制
に
如
何
に
投
影
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
き
た
．

　
院
政
期
の
検
非
違
使
庁
は
、
一
方
で
院
の
統
制
下
に
警
察
権
と
社
会
的

権
威
を
獲
得
し
、
他
方
訴
訟
裁
定
権
、
焼
亡
活
動
、
経
済
警
察
、
道
橋
管

理
、
穣
れ
の
除
去
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
職
掌
に
関
与
す
る
に
至
っ
て
い
た
。

一
言
で
い
え
ば
、
職
掌
の
肥
大
化
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
．
こ
の
背
景

に
つ
い
て
は
、
本
論
考
の
み
で
は
到
底
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
が
、

き
わ
め
て
現
実
の
要
請
か
ら
く
る
止
む
を
え
ざ
る
現
象
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
使
庁
の
機
能
は
、
「
法
曹
至
要
抄
」
で
は
、
罪
科
条
、
禁
制

条
を
中
心
に
中
世
法
に
お
け
る
検
断
的
あ
る
い
は
過
差
的
部
分
に
取
り
込

（
1
）
　
棚
橋
前
掲
書
、
一
五
九
頁
。
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